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１．開 会（事務局）

本日は大変お忙しい中、また、厳しい暑さの中、お集まりいただきましてありがとう

ございます。定刻となりましたので、ただ今から、令和４年度第２回真庭市北町公園の

あり方検討委員会を始めさせて頂きます。よろしくお願いいたします。

本日、３名の委員につきましては欠席ということで連絡を頂いております。

また、本日の委員会につきましては、第１回の委員会と同様、公開で開催させていた

だいております。ご了承の程、よろしくお願いいたします。

それでは、時間の都合上、早速ではございますが、レジュメの報告事項にうつらせて

頂きます。

２．報告事項 「真庭市認定こども園設置・運営事業者」の公募結果について

（事務局）

「真庭市認定こども園設置・運営事業者」の決定の報告について、子育て支援課より

ご報告させていただきます。この北町公園のあり方検討委員会の所掌として、「北町公

園の今後のあり方に関し、意見を表明すること」としており、こども園について是非を

検討する会ではございません。しかし、今後、北町公園のあり方を検討するに当たっ

て、必要な情報であることから、皆様に報告するものです。

それでは、子育て支援課より、ご報告させていただきます。

（子育て支援課）

「真庭市認定こども園設置・運営事業者」の公募の結果について報告したいと思いま

す。この件の経緯につきまして、久世地域における幼児教育施設については、久世保育

所の老朽化や３才未満児の受入れ等の課題があったことから、令和３年度に真庭市子ど

も・子育て会議を開催して議論を行い、この議論の中で久世地域の幼児教育施設につい

ては、「新たな民間事業者の参入を含めて検討する」との答申がなされたことを踏ま

え、令和４年２月１５日から６月３日まで「真庭市認定こども園設置・運営事業者」の

公募を実施しておりました。

公募期間中、１事業者からの応募があり、７月１５日に開催した「真庭市認定こども

園設置・運営事業者選定に係るプロポーザル審査委員会」において、審査基準に沿っ

て、こども園の運営を行うものとして相応しい事業者であるかを確認する審査を行いま

した。

審査委員会での審査結果において、認定こども園設置・運営事業者として相応しいと

の結果が得られたことから、先日、事業者を決定する市長決裁を行ったところです。

こうした中で今回、設置場所を久世地域として募集をしましたが、事業者から園の設

置場所は北町公園という提案があったところです。事業者として相応しいと決定したと

ころですが、北町公園のあり方検討委員会の議論が既に進んでいる中で、設置の場所が

北町公園ということで、当然こちらの委員会に影響があることから、報告しました。

決定した事業者の概要につきましては、配布した資料のとおりとなります。北町公園

を選んだ理由として、自然が溢れ、人々と交流できる、災害を受けにくい。また久世保

育園を利用している保護者の要望が多いなどがあります。その他太陽光パネルの設置、

バイオマスエネルギーの活用、農作物の栽培、市の目指すゼロエミッションや循環型社



会の構築などの思いをもって、園運営を行いたいことを示し、災害時の避難場所として

の受入れを想定しています。また久世活き生きサロンのような子育て相談や子育てサポ

ートに取り組みたいと思っています。

（事務局）

この認定こども園の件につきましては、今後、事業者や役所内関係各課と協議決定

し、次回の検討委員会に報告させて頂きたいと考えております。副市長、一言よろし

くお願いいたします。

（副市長）

委員の皆さまにおかれましては本日はお忙しい中、お集まりいただきありがとうござ

います。先ほど担当課より説明がありましたが、真庭市の認定こども園につきましては

、私から補足として説明したいと思います。

今回、事業者から新たな認定こども園につきまして、北町公園内に設置する提案があ

りましたが、先ほど、事務局側から説明がありましたように、その是非につきまして

は、久世地区全体の保育環境であるとか、保護者の要望などを踏まえながら、保育施策

の円滑な推進という観点から、市において決定すべきと思います。したがって委員の皆

さまには、こども園を北町公園のコンセプト、あるいは本日の議論をいただきます「○

○なるべき」機能、あるいは逆に注意するべきこと、懸念すべきことの点について、ご

意見をいただけたらと思います。そうした観点からお願いしたいと申し上げます。

（委員）

事実関係として、どこを事業者の要望を想定しているのか、具体的にあれば報告して

いただきたい。また、それは、いつ正式に事業者に伝え、行政としてOKを出したの

か。具体的に教えてほしい。

（子育て支援課）

事業者からの提案によると、北町公園の体育館施設の北側の広場を希望の場所として

いる。それから、いつ決定については、事業者としてお任せすることで相応しいかつ問

題ないという決定はしているが、提案があった場所は市の所有する土地なので、使って

良いかの決定はしていない。副市長からの話のとおり、今後、久世地区の全体の保育環

境、保護者の意見を踏まえながら、保育施設の円滑推進の観点から参考にしながらすす

めていきたいと思う。

（委員）

まだ正式には内諾していないのか。面積は減っていないとうことですか。要するに決定

していないということですね。

（子育て支援課）

決定していないというはそのとおり、面積は事業者から一定の面積を聞いていますが、

その面積で認めるかどうかは別の話なので、この検討委員会の話が進んでいく中で、どれ

くらいの面積を確保するべきかを考えながら、今後を見ていきたいと思います。また、あ

くまで希望の面積ということで決定事項ではありませんし、調整をはかっていきたいと思

います。また、公園内にこども園を建てることについて、都市住宅課と事前に協議してい

ます。

（副委員長）

このような流れで募集をかけて、事業者要望がでて、検討委員会で有効性なり、この空

間を、といった流れになるんだということが、ここでは説明がなかった。全体の流れと検



討委員会との関係性で感じなかった。そういう話が急にでてきて「ここは使えますよ」と

いう風な形になっている。２月の募集をした時点でわかっていた話ですよね。

（副市長）

まず２月の募集をした時点で、すでに北町公園の設置ができた件については、市として

承知していることはない。あくまでも６月の募集の締め切りで具体的な提案の形があって

初めて、他の事業者も可能性があったが、結果として１つの業者からの提案があって、そ

れが北町公園であったということです。その理由は先ほど話したとおり、保護者が久世地

域が良いとかの要望があった。事業者が判断して提案したもの。北町公園のあり方全体の

議論の中で、ひとつの別の条件が入ってきた形となる。保育行政をどう円滑に推進してい

くかの観点から、最終的に市の責任とさせていただきたいと思います。

（事務局）

他にご意見はございませんでしょうか。ないようですので、この件の詳細が決まりまし

たら、次回の検討委員会で報告したいと思います。

協議事項に移る前に、各委員から提出頂きました意見書「〇〇ができる北町公園」（機

能）の意見のまとめを資料として添付しておりますので、少し紹介させていただきます。

自然の分類として、「木登りができる、四季を実感できる、芝生で整備」など、SDGｓ・

共生・脱炭素の分類として、「気軽に立ち寄ることができる、ユニバーサル、自然再生エ

ネルギー」など、スポーティの分類として、「各種スポーツができる、後継に武道を引き

継ぐことができる」など、防災の分類として、「炊き出しができる、防火水槽の機能があ

る、家族で避難できる」などの意見を頂きました。また、資料に反映できておりません

が、昨日夕方に再度意見書の提出があり、「ペットと散歩ができる」という意見も頂いて

おります。ありがとうございました。

では、協議事項にうつらせて頂きます。今回の検討委員会で北町公園の今後の方向性に

ついて、中間意見をまとめていただけたらと考えております。

ここからは、委員長に進めて頂きます。委員長 よろしくお願いいたします。

３. 協議事項

（１）第１回○○な北町公園（公園の理念）についての確認

（２）○○ができる北町公園（公園機能）について

（委員長）

理念のところと、前回話し合った意見を出したものをカテゴライズしたものに関連し

て、自然、スポーティー、ＳＤＧｓ、防災と４つに分けられます。今回は機能をあげて頂

きました。理念を実現していく公園の姿を具体的に、利用する方々がどういう行動をする

のか、できるのかの利用者の姿をイメージしたいと思います。

重要だと思う項目を単純に選ぶのではなく、総合して、「つまりこういうことができ

る」というまとめ方、ざっと見てこういうものが大事という新たなものでも良いです。イ

メージを膨らませてください。

（委員）

北町公園に行き、専門家の立場として思ったのは「車で行くところではない」こと。立

地は悪くないが、公園までの道路インフラが非常に脆弱で、車の交通量が増えれば、安全

性の問題が出てきます。また、北町公園は近隣公園であって、あくまでも久世のためとい



うより、周辺住民のための公園と思っている。実際に行って周辺を見ると、近隣公園であ

ると思った。広さや施設の内容からすると、近隣公園の上位にあると思ったが、周辺の状

況を見ると近隣公園の位置づけが妥当かと思いました。

また、北町公園内の中にある施設は、近隣公園にしてはグレードが高いものが入ってい

る印象があった。公園を作り直す時は、必要な規模について考えること。あと、公園の周

辺が、ある程度住宅地になっている。近隣公園であることから、公園周辺の住民のための

公園であることを第一に考えたらと思う。外から人を呼んでくる、つまり車でないとこれ

ないような方を呼んでくるような公園にすべきではなく、あくまでも近隣公園なので、周

辺の方々のための公園であるべきその意味でむしろ、徒歩や自転車でアクセスしやすい場

所に造っていくべきと思う。周辺住民、たとえば高齢者、若い家族など多様な世代の方が

住んでいるので、分け隔てなく公園で何ができるかを考える必要がある。専門的視点から

みれば、周辺道路や公園機能の改善を通じて、周辺住民が住みやすく、豊かな生活が実現

できるような公園を造っていくべきと思う

（委員長）

近隣住民の地域生活の実現について、どういうことができる公園ですか。

（委員）

たとえば、前回の防災の話をすると、車で避難できる場所にという意見があったが、周

辺のインフラの状況を見ると、車で避難するような場所でなく、徒歩と自転車でどのよう

に避難できるかということを考える必要があります。また、公園の機能については、周辺

に住む方が考えてその方が利用するべき。

（委員長）

近隣住民の地域生活の実現について、どういうことができる公園ですか。

（委員）

前回の防災の話をすると、車で避難できる場所にという意見があったが、周辺のインフ

ラの状況を見ると、車で避難するような場所でなく、徒歩と自転車でどのように避難でき

るかということを考える。機能の問題は、地域に住む方が考えてその方が利用するべき。

（委員長）

近隣住民が歩いて避難できるような防災機能は具体的に何か。

（委員）

歩いて、または自転車で安全に避難できるような環境をつくるべき。

（委員長）

公園をどうするかだけでなく、公園周辺のインフラをどうするかという話もセットと思

いますし、公園だけでなく、その周辺についても考えるというのもありますので、そのよ

うな提案があって良いかなと思います。

（委員）

北町公園は広くないイメージがあり、色んな施設を当てはめるのは難しいと思う。

防災に関し駐車場は必要であるが、宮芝公園にも駐車場があり、一緒に考えた方がいい

かと思います。

（委員長）

防災機能は持たなくて良いということでしょうか。

（委員）

そのようなことはなく、防災の種類によって防災施設を考えるということです。



（委員長）

炊き出しができた方がよいということですか。

（委員）

そのとおり。多くの人を集めるのは難しい。防災機能は受け入れられるだけ必要。

（委員長）

キャパシティーとしての防災力及び許容量に限界はあるということですね。ところで実

際に（プールの水が）防火用の水として利用されたことが有ったみたいですが、防災機能

はどこまで必要なのか。

（委員）

色々な防災の種類があり、先ほどのプールの件は火災のことで、今後水害にも注意すべ

きです。

（委員長）

事務局に質問ですが、防災の機能でいうとイメージや基準とかあるのですか。

（事務局）

今のところございません。今後検討していくことになります。ただ、近隣公園という話

が先ほどもあり、一時避難施設というには、都市公園法上で一時避難施設という形となり

ます。例えばベンチを外せばかまどができるようなものがあり、普段は公園であるが、災

害時に使えるような公園。防火水槽については、地下にタンクを設けて火災時及び非常時

に使用できるようにできればと考えています。

（委員長）

一時避難施設というのはなにか。水害の時は小学校の体育館で何泊でも泊まれるよう確

保できるが、それは一時避難施設ですか。

（委員）

一時避難施設として結果的にそうなったかもしれません。現在真庭市が北町公園をどう

いう指定状況にしているかはわからないが、久世地域全体から集まるようになっていない

と思います。そもそも国の方針で、避難方法は徒歩が原則になっています。ただし車での

避難が必要な場合もあると思うので、一概に否定するわけではありません。

（委員長）

各家庭での備蓄が推奨されているが、発災直後の最低２，３日、周辺住民が集まった時

に、食事の提供や休む場所の提供みたいなものが、一時避難施設として原則求められるの

であれば、備蓄、炊き出し、トイレができるといった生活の確保をしなければならないの

が一時避難施設であり、これらが網羅されなければならないというイメージとなる。

（副委員長）

面積や収容人数は想定できるが、食料について、逆に３日間はないので、備蓄よりも被

災者が食料を持ってきてもらい、その後は７日くらいで少しずつ届く可能性がある。現状

では体育館の床面積に通路を確保し、そのときの現場の人員が決まってくる。それで１週

間になるのか１月になるのか、何らかの災害状況の考えはあるのか。

（委員長）

体育館の話がありましたが、久世体育館の老朽化が進み、スポーツ施設として日常利用

するものとし、いざとなったら避難施設として利用するもの。それがどれくらいの規模の

しっかりとした体育館である必要があるのか、またはそうでないのかと言うのは、スポー



ティーの面の兼ね合いがあるので、既存の体育館をそのまま使うということで一致しない

で考えていただきたい。

（副委員長）

ここまで見ると、新しくイメージされている内容はあるが、既存の分についての要望が

ない。例えば卓球、ソフトバレーを何面でしたいとか、一番堅い内容であると思います。

ここにあるのはそれ以外のこれからの夢と希望があると思うので、堅い部分が落ちてい

ることを念頭に入れていただきたい。

（委員長）

実際に稼働率は高いと思いますが、どんな種目が多いのですか。

（委員）

卓球とソフトバレーが中心、利用人数は延べ人数で２万人です。主に近隣の方が利用し

ています。

（委員）

典武館では、空手・剣道・柔道を週に分けていて、体育館のような大きい施設を使いた

いと考えているが、予約がいっぱいである状況が続いている。そのため別の体育館をとる

ような話をきいている。武道をする方は久世地区遷喬小学校管内の方で、ほぼ近隣住民の

方である。

（委員長）

典武館は新しいのが良いか。もしかしたら古い今のままが良いと思われるので。

（委員）

使い勝手は良いが、老朽化で雨漏りが多い。

（委員長）

久世体育館の耐用年数は大分過ぎていると思いますが、修繕の必要はありますか。

（事務局）

昭和５０年に建設されたが、耐震強度が低く、is 値（耐震評価）が最低の０．３下回っ

ている。老朽化していなくても、整備する方向である。

（委員長）

避難所として使用するわけにはいかないということですね。具体的に武道館のできる場

所とアリーナのフロアを２階建てにするかどうかは、コンサルタントが考えることであっ

て、私達はどういうことができるかについてまでで良いです。

その他何かありますか。小学生の自然体験の話がありましたが。

（委員）

意見書に記述しましたが、５年生は総合学習で、防災に関わることをしたい思いを持っ

ていました。その時に、北町公園のあり方検討委員会の話があったので、その話を５年生

に投げかけることになり、５年生の児童がぜひ北町公園について、自分達で考えた提案が

できると良いということになりました。それで、最初に理念として、寄りたくなる、集い

たくなる、誰かに会える、誰も取り残さないの４点を子ども達に伝えました。これをテー

マに始まっていることを伝え、その後に班ごとに考える時間をつくり、こども達から防災

や自然の発表があった。具体的に「自然を大切にする公園」「緑がたくさん」「いじめのな

い空間」「高齢者や障がい者が使える公園」「避難ができる」「マイナスが少なくてプラス

が多い公園」「動物と触れあえる」などの意見が出ています。5年生は、まずは防災に関

して、今までの全国、岡山県、真庭市等の様々な災害について調べないといけないので、



1 学期はそちらを詳しく調べていって、２学期に実際自分たちの地元の北町公園をどんな

ふうな公園にしたいかを考えていこうかという流れにしてるところです。

子どもたちの全く自由な発想で、北町公園の体育館・典武館・テニスコート、活き生き

サロンも含めて、どんなふうに、自分たちのアイデアを自由に出さしたらいいのかその辺

は迷っているのが正直なところですが、いずれにしても、ここまで来ているので、子ども

たちが案をつくったものを、次の委員会に少しでも示させていただいてるとありがたい。

（委員長）

次回 10月にもう少し「こういうことができる」、「こういう機能がある」ということを

出していただいたものをベースに、10月の委員会では、実際に白地図に描いていこうか

と思ってます。コンサルタントの仕事にかなり足を突っ込んでいますが、実際に入り切る

のかどうか、そういうことも少し私達の中で考えていけたら良いと思っているので、子ど

も（児童）の活動がそのスケジュールに合えば面白いですし、コンサルタントが考えてで

きたものを受けて検討する予定です。おそらく子どもたちの学びのスケジュールと合うと

思いますが、その件は事務局と調整する形となります。子どもたちが思っている自然豊か

な公園、一人も取り残さない公園、いじめがない公園など、ちょっと新しい観点で面白い

です。誰かに会える公園、集いたくなる公園など、実際に子どもたちがその授業で公園を

使うこと以外に、登下校時や休みに集まって遊ぶときに、虫がたくさんいたり植物がたく

さんあると、賑わうと思います。

ほかに何か子どもたちの日頃の様子から、どういうことができるといいですか。

（委員）

広い空間について、以前はサッカー・草野球をするなど、そういった場所に使えたり、

虫取りをしていた。最近はゲームを持ってきているようであるが、そうではなく、昔の子

どもみたいに活発に遊べるような場所があればいいかなと思います。今日のこども園の話

でその場所が狭まると、どういうふうにしようかと思います。

（委員長）

具体的に決まってなく、この辺りに建つと予想しても仕方がない話ではあるんですが、

こども園はないものとして考えるのは現実的ではないです。また、こども園ができるとな

れば、日常的に送り迎えがあって人が集まり、日常的に子どもたちが居るということにな

るので、公園全体を日常の園庭として利用していただくくらいの広がりがあるこども園の

デザインをした場合、もしかすると日常的に小さい子どもたちが中にいて、そこにお年寄

りや近隣住民の方もいて、小学校が終われば小学生が集まって一緒に遊ぶようになると、

公園は日常的に色んな人が集まるような風景になると思います。

ですから、こども園があることで、そこに子どもたちがいて、日常的に、朝と夕方、お

母さん、お父さんなどの送り迎えがあるイメージで良いのではないかと思います。そのよ

うなときに、自然環境の中に、子どもたちが楽しみ、送り迎えした保護者同士が送迎後に

少し集まってお話をしてる姿があるかもしれません。

（委員）

先ほどの話と関連しますが、意見書に「みんなが元気になる」ことについて、市民、子

ども、高齢者、障がい者、外国人を含めた共生社会推進基本法に基づく全ての人が、本当

にその公園で緑のスペースの中でゆったりでき、特にインクルーシブパートの観点から、

みんなを抱え込むような、そういった空間を整備して行く。少し歩くにしても、階段のと



ころを行っても、車椅子でも誰でも行けて、そこに子ども支援施設や、活き生きサロンの

ような機能を持った子育てセンター的なもの、カフェのようなものがあっても良い。その

ような公園に色んな人が合理的配慮を受けることができる公園にしてほしいと思う。

（委員長）

その公園とは意図的に設計されて在園されてることで、インクルーシブになっていくこ

とは建築の希望としてもあるんだと思いますが、何か管理してる、例えば活き生きサロン

のような子育て支援の施設があれば、そこに常駐する人がいるはずで、そのような人がプ

レイリーダーとなって、色んな人が集まってきたときに、みんなが元気になり、使いやす

くなるような仕掛けづくりができるサポーターがいた方が良いと思います。

（委員）

管理だけでなく、支援体制なり、組織や指定管理は別にして、色んなやり方があると思

います。

（委員長）

そうなると、共生社会実現を体現するようなところだとすると、利用者も学ばないとい

けないし、きちんと理解してファシリテートできるスタッフが必要。また、次世代の公民

館のような場所がこの中にないといけない。単に公園の掃除する人だけという場所ではな

く、共生社会を体現させる施策が必要と思います。

またスペースについて、ソフトバレーに関しては、近隣の方の施設の利用がかなりある

ということなので、既に利用者がたくさんいらっしゃることですから、なんとか維持をし

ないといけないという御意見はありました。

（委員）

体育館があるので、体育館を全くゼロにしてしまうと大変かなと思う。今の体育館は

50年ですから、今まで使ってる方がずっと使っていただけることはもちろんですが、そ

れ以外の方も使っていただけるようにすること。例えば、障がい者でがフロアに入る時

に、車椅子で入る時は正面玄関でなく、東側に回ってスロープで入る形になっているの

で、フラットに使えるようにしないといけない。体育館の広さ・大きさの話があります

が、真庭市は白梅体育館が中核となっており、久世体育館は今の広さを最低限守りながら

も、観客席をコンパクトにできると思う。

芝生が全て周りにあるような公園をイメージしていて、そこで子どもたちが遊ぶと思っ

ていた。私は以前、小学校や幼稚園の校（園）庭の芝生化について色々と申し上げたこと

があり、なかなかできていない状況の中で、子どもたちが思い切り遊んで転んでも、土の

上で転ぶのと違って、芝の上であれば、余り怪我がないということが実際にあり、そうい

う中で芝生が全面覆われてる広場と申し上げますか、それが理想という感じを持っていま

す。もちろん芝生だけでなく、遊具もあれば良いと思い、広い場所があれば、こども園の

園庭として十分、その機能として使えると思いますし、色んな方が芝生の上に寝転がった

り、遊んだりできる施設を中核なものとして捉えてほしい。

（委員長）

結構、色々と盛り込むとキャパシティーの問題で盛り込めなくなりますが、例えば卓球

を体育館のフロアでする必要があるか。例えば、会議室などの集会室に卓球台を置くこと

ができると思います。新しく建てたときに、その体育館の中でどういうことが出来るのが

良いかを少し考えていいのかなと思います。



フロアが 1面しかなく、ソフトバレーボール 2面つくったら、他は入れませんが、そ

の横に卓球台が 2台置けるというのであれば、同時にできると思います。利用方法の応じ

た体育館が建ったら良いかについてはどう思いますか。

（委員）

イメージとして、ずっとスポーツをする者から見ると、バスケットコートは最低 2面取

れるようなフロアが必要となる。それがバスケットコート 1面になると、利用される方の

対応ができない状況になると感じています。

（委員長）

たくさんの人が集まってソフトバレーボールをするときは、コートを何面張ってるので

すか。

（委員）

最大６面です

（委員長）

それは大会ですか。

（委員）

練習です。

（委員長）

今は卓球とソフトバレーが同時に行っていますか。

（委員）

中央部分で仕切っています。

（委員）

中学生の部活の話が出たということで、中学生の意識についてアンケートをしましたの

で紹介したいと思います。北町公園に部活動以外で行くことはあるかについてですが、現

在、久世体育館を部活動で利用していて、バレーボールなど三種目がローテーションで使

っていて、卓球は中学校で行っています。全校生徒が２９２名で、久世体育館を利用して

いる総数が７７人です。

北町公園に部活動以外で行くことはありますかの質問で、はいと答えた生徒が３４％で

す。ですから、冒頭で話された近隣公園というのを感じました。はいと答えた生徒で、主

に公園で何をするのかについては、散歩、会話、待ち合わせ場所、バスケットボール、キ

ャッチボール、壁当てなどがあげられます。

北町公園の良いところは何だと思いますかの質問で、年齢関係なく集えるところ、自然

や緑が多く木陰があること、立派な木がたくさんあって大事だと思っているところ。他に

安全である、立地がよい、広い、ルールが守られていること、恐らく危険なことをしな

い、ごみを散らかさないことから子どもが遊べること。それから、どんな公園に改修され

たら良いかの質問には、大きな遊具が欲しい、給水設備を整えてほしい、広いフリースペ

ース、健康器具がほしい、ストリートバスケができるゴールを設置してほしい、ベンチを

ふやしてほしいということがあげられます。それからこれまでの会議でトイレが必要と思

います。また、先ほど意見がありました芝生です。芝生化キャンプ施設、駐車場もあわせ

て休憩スペース、バリアフリー、イベント行事ができるフリースペース、多世代が集いや

すいといった意見もありました。

今、冒頭の報告（こども園の設置）によって、幾分スペースが限られると思います。な

お、最後にアンケートの中で北町公園を知らないっていうのがいました。まさに近隣公園



ということで、意見の中で遷喬小学校区は知ってるが北町公園そのものを知らないという

のがありました。

（委員長）

現実的に地元の人にとって、まさに近隣公園ですね。

（委員）

保育園に通うこども達が、園舎だけでなく、北町公園でも遊んでいる。走り回ったり、

虫と遊んだりしている。幅広い世代の方が集まる公園、また、遠くまで行かなくても自然

の感じさせる安心できる場所、気軽に運動できる場所であれば良いと思っています。

（委員）

すぐ近くに住んでいますが、今は避難所に関しては体育館でないと地域の人は考えてい

る。すぐに避難できる場所が必要です。ペットがいるから、その土地を離れたくないから

などの意見がありますが、安心して避難できる場所があってほしいと思います。

それで、近くで様子を見ていると、お子様のお迎えに来られたお母さんが、子どもを遊

ばせながら、子どもたちの遊んでる姿というのを見ていいなあと思いますが、ベンチが少

ないので、ゆっくり座って、子どもたちが遊んでる姿を見守れるような公園になるかもし

れない。年輩の方は散歩が多いですが、やはりベンチが少なく、椅子や東屋があっていい

のかなと思います。

（委員）

アンケートの件も踏まえ、個人的に思っていることは、中学校で体育活動なり文化活

動、それから地域住民との関わりの中で、もう少し大きいところの観点から、体育館から

見直してほしいなと考えています。中でも久世地区の中の各小学校に、合併前に立て直さ

れたりした立派な体育館があると思います。その小学校単位によってつくられるがゆえ

に、コンパクトな体育館がどんどんつくられてますが、先ほどから出てるような（スポー

ツ）種目であれば、十分対応可能と思いますし、その点、日頃の定期利用で久世体育館や

久世中学校でほとんど使われていることを十分認識してるので、その他の小中学校等含め

て、もう少し定期利用の実態把握をする必要があると思います。振興財団が小学校の鍵渡

しの係をされておられると思いますけど、実際にどのように利用されてるかを振興財団の

人がわからないことだと思いますので、実態把握をすることが必要なのではないかと個人

的には考えています。あともう一つは何度も出てきておりますけど、こども園新設によ

り、立地のおおよそ 4分の 1ぐらいになるということが明らかになったことなので、今

までの懸念材料であった駐車場の確保が一番難しくなるわけですよね。

そう考えると、もう少しその地域住民の、まさに久世の公園ではなく、北町の公園にな

るのではと思いますので、その近隣住民の人たちにとって使い勝手が良いものでなければ

ならないと思います。

北町公園と遷喬小学校、グラウンドは 500メーターぐらいしか離れていませんね。で

すから、遷喬小学校体育館が当然あるので、その辺の含めて防災についてももう少し考え

る必要があると思います。小学校の体育館でしたら、グラウンドから車をとめる習慣もあ

りますし、その辺のところをですねよくこう精査しながらですねこの方が進んでいくとい

いかなと個人的には思っております。

（委員長）

学校の体育館や他の施設の機能分担、利用分担とかですかね、そういうことを考えたと

きに移せる可能性はありますか。



（委員）

結局は道具があるかどうかだと思い、全部把握しているわけではありませんが、遷喬小

学校の体育館の夜間開放がかなり進んでいます。月～金曜まで、おそらく（他の人が）ほ

とんど使うことができないぐらい。ただ、ちょっと離れたところの小学校までは把握はし

ていません。

（委員長）

おおよその小学校は、施設開放の利用は多いと思います。スポーツ・文化振興課の担当

になると思いますが、このエリア全体のスポーツ施設、外部施設の利用状況、キャパシテ

ィーと利用状況について、この辺りを考えたときに、北町公園の新設、出来たらいいなっ

て思うときに、どれぐらいキャパシティがないといけないのかの精査が必要です。もうど

こもいっぱいで、それでも人があふれているので、今後多くの人が利用できる状況をつく

らないといけない。久世中学校も遷喬小学校も利用者は、スポ少と近隣の方々ですか。

（委員）

たまに開放していたら、飛び込みで入ってくることがあります。地区の子どもたち、地

域の方のバレーボールで、時々土日に大会で入ることがあります。

（委員長）

今後色々な面でコンサルタントが調査することになり、大分、姿が見えてきつつあるな

と思います

（副委員長）

スポーティーというのはどういう意味ですか。

（委員長）

英語でしょうか、和製英語でしょうか。

（副委員長）

スポーツのいう意味、健康というその辺りで、言葉の定義をした上で、どういうふう

に、ラベリングをしていくか。スポーツというのは、競技で競争とか勝ち負けとかいう意

味合いがあります。体育というのは体を健やかに、健康の意味合い。体を動かしてから、

競技を楽しむ、喜びというのでしょうか。

（委員長）

どちらかっていうと、アクティブというくらい意味でしょうね、ここで言うスポーティ

ーというカテゴリーになってるのはと思います。

（副委員長）

私は医師に一日１時間半歩くよう言われている。生きていくために、健康維持するとい

うのが高齢期になると出てきて、コースを歩いていると、セミがいてここに木陰があるみ

たいなような、健康を維持していくという要素がこれから必要じゃないかと思います。つ

まり、真庭市にとって、若者が増えるいう期待はあんまりないので、こうなると、病気が

ちの高齢者になるのを食い止める意味で言うという考えがあります。今日、朝、9時台か

ら来ました。市役所の資料を見ると、防災の件、そこの廊下に土石流のの危険箇所が展示

されていて、実はこの公園の東側の川の上流の宮芝公園北側辺りが気味が悪いので、まず

避難施設として適当ですが、下流にあるところを避難施設にして良いのかを確認しなけれ

ばなりません。避難所の公園について、実は、倉敷市の新しい公園を見学して、非常にス

マートで理知的で、人間の知恵を感じる。危機が起こったときに、集団でこういう風に対

応していく仕組みが要所要所に入っている。何とか実現したいという思いがあります。



こども園ですが、多分、クローズせざるを得ない。子どもが自由に北町公園内で遊ばせ

ることは許されないのではと思います。迷子になる、誘拐の問題があり、周辺をフェンス

で囲う。安全面を確保せざるを得ない。

（委員長）

園庭がゼロというわけにはいかないのですね。ただ、それがどれぐらいの面積必要かと

言うことは。

（副委員長）

規定どおりです。

児童福祉、あるいは学校教育の意味になりますが、文部科学省と厚生労働省の所管です

よね。フェンスで囲まれるが、見えないフェンスじゃなくて、向こうが見えてもいいのか

なと思います。それと送迎の駐車場を確保するべき。それと SDGｓと環境問題ですが、

２０２２年度中に地球温暖化対策のために、真庭市は地球温暖化対策実行計画を策定し、

ワークショップは 8月末から岡山大学の協力を得て環境問題と並走する。それを、先方の

計画というのを、途中経過でも取り込んでいく必要があります。

（委員長）

太陽光パネルのような、施設ができるとなったときに、恐らくゼロエミッションの考え

方で財源を確保することは必要になってくると思います。そういうような考え方で施設を

建てて運営してるっていうことも子どもたちにとって、大きな学びであると思います。

ところで、芝生が広まってる姿っていうのが、同じ風景をイメージ出来てるからってい

う感じはしていますが、広い平面の芝生もあれば、少し起伏に富んだ子どもたちが少し走

って楽しいような、起伏があるような空間だとか、その辺はどんなイメージですか。

（副委員長）

私が岡山市の緑化関係のトップになった後輩に聞いたところ、未来公園、それから、こ

こでネーミングをつけました北長瀬駅の、どちらもきれいな起伏のついた公園をしており

ます。残されてる専売公社時代の樹木はどうなるのかなと思います。

（委員長）

もし公園をつくるとなれば、10月に白地図に描けますね。

（副委員長）

武道場、卓球場、バレーボール、バスケットボールのコートから、体育館を 4階建てに

しないといけない。

（委員長）

いかがですか。公園全体の緑化、緑のイメージについて。専売公社の大きな木は重要だ

と思いますが。

（委員）

年中落ち葉があり、管理の上では大変です。今でも落ちています。

（委員長）

落ち葉を集めて詰めるなど、結構子どものアクティビティが色々できますね。

（委員）

落ち葉を山にして、お子さんたちが遊ぶ時があります。あと、小学生が観察に来るの

で、この木を切らないように注意をしています。

（委員）



芝生ですが、私のイメージとして、施設の間にも設けてほしいと思っています。それか

らもう今からもう 15年前ですが、スポーツレクリエーションクラブ久世が、宮芝公園の

北の真庭市の土地に、私達で芝生化をしていこうというということで、業者の方がつくっ

たものでなく、地域住民やクラブの人たちが、自分たちでつくって芝生を田植みたいに小

さく切り、土に植えていくことで横に拡げていく。今はグラウンドゴルフをしているが、

地域の住民の方とか、それから保育園に通っておられる親御さんや子どもさん一緒にして

いた。自分たちが関わって出来た芝生のグラウンドや広場というような形になってくる

と、もっともっと愛着が湧くと思います。

芝生の原材料は 1万円で、奥行きが５０メートルで幅が２０メートルのところに芝生、

あとは、労力は我々2人で造った。草ですから、何も管理をしてなかったら繁茂するが、

芝生みたいに刈れば、安い初期投資でかつ地域の方が管理し、自分たちがつくり上げたも

のであれば放置は困るから、ちょっとお手伝いをしようとなるのではないかと思う。この

ように北町公園でもするのであれば、そういう取組をつくっていきたいと思う。

（委員長）

阪神大震災で阪神高速が倒壊した周辺に、港の海の見える丘公園のランニングコースが

あり、広い公園ですが、少し芝生に起伏があって、その上も少し走れるようになってい

て、その小山の下に避難物資の貯蔵ができるようになっています。単なる小山でなく、避

難物資の貯蔵ができるのではと思う。

歩いて来ることを考えたときに、その周辺環境が歩いて楽しい、先ほど健康増進のお話

がありましたけど、公園の中を歩く、歩いて健康増進しようと思うと、多分何十週もしな

いといけません。公園からスタートして、公園を何かの結節点にして、小回りして歩ける

ような環境づくりみたいな場所が、この周辺だとありそうですか。

（委員）

そのような環境をつくるとすれば、周辺の狭あいな道路をどう向き合っていくかについ

てセットで考えないといけない。なので、周辺道路の速度を少し抑えるような仕掛けを用

意することが必要となります。

（委員長）

少し気になってるのが、用水が通ってますがここを蓋をすると車は走れます。歩道とし

て蓋したところは歩行者専用という感じがするような気がしますが。

（委員）

幅員を変えなくても色々と方法があります。健康のための歩行をそこでするっていうの

は私は想定してなかったですが、なるべく周辺の方々が歩いて、あるいは自転車で行きや

すい環境にするのが良いかなと思います。

（委員長）

久世の子どもたちはどの辺りを通りますか。自転車で来る場合、ここからここを通ると

思います。中学生とか小学生が、歩きや自転車で来るお年寄りも、ふらふら来る、そうい

うことを考えたときに、今の幅員で車が全部走ってるっていうのは、もし自分の子がこの

周辺に住んでて北町公園を遊びに行ってくると言うと、ちょっと心配になるような気がし

ます。車に気をつけてと毎回言わないといけない気がします。安心して遊びに行きやすく

なるには、子どもが歩こうが自転車に乗ってても、大人が心配しなくても往来できる環境

は非常に大事なことではないかと思います。

（委員）



おっしゃるとおり、車で全く来れなくなるというわけではありませんが、現状よりもっ

と需要を増やすような施設や機能をそこに持たせるのは、あまり適切ではなく、そういう

のは余り良くないかなと思いました。

（委員長）

あと、スポーツに関する話が非常に多いですが、少し気になってるのが、スポーツで来

る人以外はどういう目的で来ているのか。例えば家族で来る方、恒例で来る方、どういう

目的で何をされているのか教えてほしい。

（委員）

遊びに行く。活き生きサロンの前に遊具があるので遊具で遊んだり、草のあるところで

紙飛行機を飛ばしている。活き生きサロン北側で壁当てなど。

（委員長）

中学生の待ち合わせ場所や打合せの場所として使ってるなど、色々な役割が現状として

ある認識を持っている。ところで、今回のテーマは「何々ができる」なので、特定の機能

に着目しがちですが、「敢えてつくらない」のも、何でもできると言うために必要かなと

思います。何となくイメージとして体育館がどういうものであるかはさておき、一時避難

施設としてきちんと機能が出来て、既存のスポーツ活動ができる施設みたいなものと、そ

れ以外は、フリーで芝生があって、自由に使える空間という、何となくそういう二本柱だ

ったらいいんですけど、そんな感じのイメージですね。あと、木が多いところは子どもに

とって大事ですが、もう少し気軽に座れるベンチとか段差があればと思います。

（副委員長）

宮芝公園との役割分担で、せっかく至近距離で小学校と北町公園と宮芝公園の３か所あ

るが、高低差がある。その辺りを考えないといけない。

（委員）

宮芝公園に 1回車をとめて、北町公園まで歩いて行ったことがありますが、降りて行く

時はそんなに気にしなかったのが、帰りはちょっと頑張った。

隣り合った公園のイメージは、地元の方にとってはどうですか。

（委員）

宮芝公園ですが、北町公園に、自宅から行かれる人はその界隈から歩かれる方が多いで

す。私はよく宮芝公園を利用していますが、車で上がりその外周を回ると結構起伏があ

り、砂利の道、木陰もあるので、年輩の方が日常的にトレーニングとして歩かれてる。１

時間ぐらい歩かれる人も結構おられ、途中に久世神社があってその階段から上がられる方

がいます。トレーニングを目的とされる方は、宮芝公園まで車で上がってきて、トイレや

水が使える環境もあるので、それを利用されてると感じています。

（委員長）

その意味で、宮芝公園が車を停める場所と言えるかもしれない。

（副委員長）

役割分担をして、双子公園、もっと言うと野球場がありますから三つ子公園ですね。

あと土石流のことは事務局で確認をお願いしたい。防災として安全なのか。廊下に危険

だと貼っておいて、避難所の議論するのは疑問に思う。それから、委員長が話していた子

どものリーダーとか、遊びのリーダーとかについて、環境省のパンフレットをもらったが



子どもクラブで、色んなことが出来ます。そういう意味では、一つテーマを持つことが必

要です。真庭市の環境活動は全国的に有名になっているので、それに絡んで、子どもたち

と一緒に活動できると良いと思います。

（委員長）

自由に使えるっていうのは、みんながこの利用が自由だけど、共生社会の実現に向かう

ファシリテーターみたいな者がいれば、自由に遊ぶとことをファシリテートするプレイリ

ーダーもいる。環境学習、エコ、共生社会みたいな分野を学んでいく。例えば気づいたり

学んでいくというのも、何かしら公園でファシリテートできる、それは何かを教える指導

者がいる話かもしれないけど、「そこの公園で、そういうことを考えさせられる」ことが

必要になります。

指導者は、将来育ってくるものです。小学生で遊んでもらって、中学生になれば小学生

と遊び、高校生になったらサブリーダーになってるのです。成人になると、その子どもた

ちをリードしてくれる。つまり公園がリーダーを育てるです。

（委員長）

大学の近くにある子どもの森はＮＰＯが入っていて、活躍しています。本当に色んなこ

とをさせてもらえる。

（委員）

小学生とか中学生、地域の方の話がありましたが、地域の方々も一緒に、考えてつくっ

たというプロセスを、つくってほしいと思いました。

それで地域の愛着につながり、将来的に定住につながる可能性があるかもしれないの

で、何か自分たちのつくった公園が、自分たちの普通の場所にあることは素晴らしいと思

います。ぜひ、小学生とか中学生が一緒に関わって何かモノをつくりあげ、公園ができる

過程の中に入れてほしいです。

（委員長）

近隣住民ワークショップに近いものをおそらくコンサルタントが考えると思います。

（委員）

話したことが意見になり、自分でしてつくったというような過程があれば素晴らしいこ

とだ思う。「身体を動かしてつくった」という実感が重要である（芝生を植える行為）。そ

の行為に意味があり、もし芝生が枯れてたなどがあると、後々多分その方が 10年、20

年、はたまたチームリーダーとして、この活動の意味があるかもしれません。

（副委員長）

某市で、実際に築山の値段表がついて、築山が３００万、ターザンロープが、250万と

いついていて、要はワークショップ、テーブルでやって、地域の住民が、取らないんです

ね。

（委員長）

なるほどコストも考えてということですね

（副委員長）

造園技師は、係長がいて電卓もって計算してるんです。

アダプトに出すことで、管理をし、委託する方に向ける。公園課として直営管理をしな

いで住民参加で、住民のニーズを丸ごと入れて決定権まで持っていく。どういう公園です

るかを住民に出す形です。今回も構想段階で小中学生も入れて、本物の、「これができ



る」ワークショップみたいなものにしたら良いと思う。また非常にアクティブなワークシ

ョップができるコンサルタントを入れてほしい。

（委員長）

常に大変ですが、非常に大事な「つくっていく」プロセスのところですね。

それは結果に及びます。その中身について、たくさん出していただいた全体像が何とな

く見えてきたという気がします。

体育館の中身の場合、避難施設としての機能というのは、ほかのところとの兼ね合い、

この施設との兼ね合いもあるので、私達が分析をしっかりしておかないと、実際のサイズ

感やどういうのが必要かが決まってこないという気はしますけども、それ以外のスペース

は、みんなが自由に使えるからこそみんなでつくっていく、みんなで管理するっていうプ

ロセスを踏まないといけないことですね。

消費者としての考え方で、自由に使って勝手に使えばいいんだということでなく、つく

っていくプロセスを近隣住民の方に参加し、主体的にしていただくことで自由に使えるよ

うになっていき、みんなというところが、「誰も取り残さない」ということですね。近隣

住民が勝手に自主的にそういうふうになるんだということでなく、それを支援するサービ

ススタッフがそこに居ないといけないし、まさにそういう方々のスタッフのファシリテー

トを受けて、みんなでつくり、みんなで監視、みんなが自由に使えるように育っていき、

学んでいくことが、この公園で実現されることが重要なポイントであると見えてきたと思

う。事務局と私のほうでまとめまして、シェアをしたいと思います。10月の委員会では

なんとなく姿が見えてきましたが、子どもが 10月にはまとまると思いますので、いよい

よ公園として、どの範囲で形付けしていきたいと思います。

ありがとうございました。事務局に返します。

４．閉会

（事務局）

貴重な御意見ありがとうございました。

本日は、周辺の方々がかかわってできる公園、芝生のイメージ、あと防災施設、築山、

また体育館自体を少しコンパクトにしながら再整備という意見をいただきました。全体と

いたしましてはやはり公園につきましては再整備する意見がありました。

今回の中間意見で、一定の方向性が見えたので、専門のコンサルタントを委託するため

の予算要望をして認めていただきましたら、さらなる、市民意見をお聴きし、具体的にす

すめた構想を練っていきます。それでは閉会に移りたいと思います。

副委員長、閉会の挨拶をお願いします。

（副委員長挨拶）

それではこれで閉会とさせていただきます。ありがとうございました。


